
 

 

 

 

 

 
 

 

（教育課） 

託児ボランティアを募集します！ 
 

教育課では、５月から開講する乳幼児期家庭教育学級（乳幼児学級）の託児

ボランティアを募集しています。 

子どもたちは、町の大切な宝もの。子育て中のお母さんたちが、乳幼児学級

に安心して参加できるように、あなたの力を貸してください。 
 

○開 催 日 ５月から２月の平日、午前１０時から１１時３０分まで 

（月２～３回） 

○と こ ろ ファミリーセンター、錦津コミュニティセンター、 

和知センター など 

○託児対象児 町内在住の０歳から３歳までのお子さん 

○そ の 他 開催日・会場は申込み状況により決定します。 

 
（健康福祉課） 

子育て中の方、必見！！  

「ぎふっこカード」が更新されます 

参加店舗で様々なサービスが受けられる、「ぎふっこカード」と「ぎふっこ

カードプラス」が、今年３月３１日をもって更新されます。 
 

「ぎふっこカード」とは 
岐阜県内にお住まいの１８歳未満のお子さん（妊娠中含む）がいる世帯に交付される

カードです。 

「ぎふっこカードプラス」とは 
岐阜県内にお住まいの１８歳未満のお子さん（妊娠中含む）が３人以上いる世帯に交

付されるカードです。 

「ぎふっこカード」「ぎふっこカードプラス」で受けられるサービス 

参加店舗で提示することで、商品購入時に割引が受けられたり、ポイントが加算され

たりと、参加店舗が設定したサービスを受けることができます。 
 

○更新方法 

「ぎふっこカード」 

新しい「ぎふっこカード」（２０２１年３月３１日まで有効）は、保育園、

小・中・高等学校で配布されます。また、役場窓口・各出張所・保健セン

ターでも配布しています。 

「ぎふっこカードプラス」 

役場健康福祉課（保健センター内）で申請（新規・更新）ができます。 

申請時には、次の①と②が必要です。 
①申請者（保護者）の身分証明書、または現在お持ちの「ぎふっこカードプラス」 

②健康保険証や母子手帳など、１８歳未満のお子さんが３人以上いることが確認で

きる書類 
 

回 

覧 

お 知 ら せ 版 八百津町役場 

第２３号（平成３０年３月２日発行） ☎４３－２１１１ 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

教育課 生涯学習係 

電話 43-0390 

（内線 2515） 

お問い合わせ先 

健康福祉課 

子育支援係 

（保健センター内） 

電話 43-2111 

（内線 2564） 



（総務課） 

平成２９年度 特設人権相談所のご案内 
 

町では、特設人権相談所（悩み事相談）を開設し、人権擁護委員が相談を受

け付けています。 

相談は無料で秘密は固く守られます。 

お気軽にご相談ください。 
 

【悩み事相談（人権相談）開設日】 

○と  き ３月１４日（水） 午後１時３０分から４時 

○と こ ろ ファミリーセンター、久田見出張所 

 

 

（岐阜県保険医協会） 

ヨイハ（4・18）健康デー 

「歯のなんでも電話相談」を開催します 
 

岐阜県保険医協会では、県民医療の向上・充実のための活動の一環として、

ヨイハの日（４月１８日）にちなみ、２０１１年から毎年、歯科医師による

「歯のなんでも電話相談」を開催しています。 

入れ歯が合わない、口の中がざらつく、歯の色が気になるなど、日ごろ気に

なっていることや、相談できずにいることなど、「歯の悩み」の相談に無料

で応じます。ぜひご相談ください。 
 

○と き  ４月１５日（日）午前１０時から午後３時 

○相談料  無料 

受付電話番号 ０５８－２６７－０７１１ 
 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

岐阜県保険医協会 

電話 058- 

267-0711 

 （岐阜市吉野町 6-14 
三井生命岐阜駅前ビル

６階） 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係 

電話 43-2111 

 （内線 2215･2216） 


